
【導入】

「余生はのんびり過ごしたい」

この言葉は、つい先日、静岡地方裁判所で、再審が確定した袴田さんが述べた言葉です。

袴田事件、とある一家4人を殺害したとされ、死刑判決を言い渡された事件です。

無罪を訴え続け、50年以上の戦いの末に持ち込んだ再審。

その決め手となったのは、裁判官に提出された1つの証拠でした。

しかし、その証拠は検察が持っていたにもかかわらず、長い間提出されていなかったのです。

本弁論では再審における課題とその解決について訴えます！

【現状】

再審とは、有罪判決が一度言い渡された裁判をやり直すことを指します。

その目的は誤った判決により有罪となった冤罪被害者を救うことにあります。

冤罪事件が起こる背景には、検察による捜査状況や裁判所による判決にも問題が生じている場

合があり、元々の裁判で誤審を防ぐ必要があるのは確かです。

しかしながら、既に審判が確定した事件の冤罪被害者を救うためには、再審こそが唯一の救済

手段とも言えるのです。

再審は、一度言い渡された判決を覆すものであることから、

「裁判結果を見直すべき新証拠が出た場合にのみ、認められる場合」など厳しく条件が設けられ

ています。

このように、再審が認められるためには証拠の発見が必要不可欠です。

そして、このために重要なのが

「再審請求における証拠開示」になります。

証拠開示とは、検察の有する数多くの証拠の開示を請求できる制度です。

基本的に、検察に対する証拠開示請求が行われるためには、まず裁判所により被告人の要求

が認められる必要があります。

しかし、この再審の請求段階においてある問題が発生しているのです。

それは、証拠の開示について法律が整備されていないことです。

これにより現在、被告人の開示請求を検察官に通すかは各裁判所の任意となっています。

規定がないことで、被告人が証拠を得られるか得られないか、差が生じてるのです。

実際に有名な袴田事件では、一度目の証拠開示は認められなかったものの、



二度目の証拠開示請求では600点に及ぶ証拠が提出されたことで、再審の決め手となりました。

また、これは一例に留まらず、裁判所が変わったことで230件もの証拠が開示された大崎事件な
ど、同じ事件でも証拠開示に関しての裁判所の積極性が全く異なります。

どの裁判所が事件を担当するかによって再審請求の状況に格差が生じてしまっているのです。

さらに、証拠開示について、法律が整備されていないことはもう一つ問題を生んでいます。

それは、仮に裁判所が検察に証拠開示請求をしても、検察はそれを拒否できるということです。

証拠開示請求はあくまで裁判官の任意であり、法律に基づいた命令でないことから検察は拒否

することができてしまうのです。

実際に、袴田事件の再審開始を決定した元裁判長によれば、

「真実発見には、証拠開示が必要になるが、裁判官の裁量次第であるうえ、裁判官が請求しても

検察官が応じるかどうかもわからない。

証拠開示について一定のルールを設けるのは有益で、法改正は実現すべきだ」と述べていま

す。

これに対し政府は2018年から協議会を開いて議論を行っているものの、具体的な法整備を実行
していないのが現状です。

実際に国会での答弁で裁判官の裁量について問われたことがありましたが、

「裁判官が適切に判断しているものと認識している」とした回答があったのみでした。

つまり、政府はこの問題に対して有効な対策を何一つ打っていないのです。

以上をまとめると、再審が認められるためには証拠が重要となってきます。

しかし、今の制度では証拠開示に関する法律が規定されておらず、各裁判所によって格差が生

じていたり、検察に拒否されていたりします。

これにより、再審請求について、十分な証拠を集められていないのが現状です。

【問題点】

下された重い判決。

もう後がない彼らにとって、唯一の救い

それこそが「証拠」なのです。

自身の潔白を証明し、元の世界へ戻るために...

これさえあれば、無実を証明できる！

それなのに…。



裁判官は証拠を開示しようとしない。

万が一なされたとしても！

結局は検察に拒否される始末...

証拠がなければ、

獄中で終わりを迎えるまで！！！

「終わりの見えない戦い」をしなければならない。

私はそんな凄惨な現状を見過ごすことはできません！

【理念】

私の理想は全ての再審請求で証拠が開示される社会の実現です！

そのためには、現在定まっていない、証拠開示の手続きを見直す必要があります！

そうすることで、彼らは未来を閉ざされることなく生活することができるのです！

【方向性】

それでは、証拠開示が確実に行われるためにはどうすれば良いのでしょうか。

これまで行われていなかった原因として、開示請求が裁判所の裁量によってしまっていたこと、

そして仮に請求しても検察に断られる可能性があったことがありました。

つまり、裁判所によらずに確実に証拠開示が行われる制度が必要です。

【プラン】

そこで私は、一点のプランを提案します。

それは、全面的証拠開示制度の法制化です。

具体的には、再審法を改正し、再審請求がされた事件について、検察が証拠を全て開示するよ

う義務付けます。

これまでの再審法には、証拠開示に関する規定がなかったために、裁判所の裁量によって不安

定な状態が続いていました。

そこで、全ての証拠の開示をあらかじめ法律で明記しておくことにより、全面的な証拠の提出を

可能とします。

そして裁判所が、出された証拠を再審請求の判断材料にすることで、より真実に近い状態で再審

開始の決定ができるようになるのです。

【締め】



暖かい午後の日差し

家族と過ごす、なんてことはない穏やかな日々を求めて…

昨日、10月27日　11時40分より、袴田さんの再審は始まりました

しかし、まだ世間の目に止まっていない…幽々たる冤罪被害者のまなこには、獄中の薄いグレー
の壁が写っています。

証拠の開示がなされることで、彼らが自分の未来のために再審に尽力できる！

そんな社会を願い、本弁論を終了します。

ご清聴ありがとうございました。


